
 

令和７年度スクールバス運行業務仕様書  

１ 本業務の目的  

関屋小学校児童の通学中の熱中症対策のため、市が賃貸借するスクールバスを安全に運

行すること。  

２ 委託期間  

令和７年６月２３日～令和７年９月３０日  

３ 運行内容   

(1) 対象者 

関屋小学校に通学する一部の地域の児童とする。 

(2) 運行予定日数 

   令和 7年 6月 23 日～令和 7年 7月 18 日（平日のみ） 

   令和 7年 9月 1 日～令和 7年 9月 30 日（平日のみ） 

委託期間中 40日 

(3) 運行時刻等 

運行時刻，停車位置，１日あたりの運行回数は別紙のとおりとする。 

(4)使用車両 

  マイクロバス 

  排 気 量：4,000ＣＣ～4,500ＣＣ程度 

駆 動 方 式：２ＷＤ 

乗 員 定 員：29 人乗り 

車 両 寸 法：全長 6,990 ㎜以上 7,000 以下、全幅 2,035 ㎜以上 2,100 以下、 

全高 2,625 ㎜以上 2,700 以下 

４ 業務内容  

(1) 児童生徒の安全を確保するため、善良なる管理者の注意義務をもってスクールバスを

運行させること。 

(2) 児童生徒には、親切、丁寧、温かい心をもって接すること。  

(3) 受託者は、運行責任者を選任し、発注者にその氏名を届け出る。運行責任者は、バス

内の状況及び運行状況等を把握し、発注者の求めに応じて報告しなければならない。  

(4) 運行に当たっては、道路運送車両法等に基づく日常点検を行うこと。 

点検等の状況は、必要に応じ発注者へ協議するとともに、その結果は書面により発注

者へ報告すること。 

(5) 車両の故障等により運行不能な時は、発注者に連絡を行うこと。  

(6) 事故等が発生した場合は、直ちに応急の措置をとるとともに、児童の救護及び安全確

保を行ったうえで、速やかに発注者に連絡し、事故報告書を提出しなければならな

い。  



(7) 運行中の車両に事故等が発生した場合は、１時間以内に現地に代替車両を配備する等

の適切な対応を実施すること。  

(8) 運行に当たっては、発注者及び関屋小学校と事前に綿密な打合わせを行うとともに、

運行期間中、常時緊密な連携を保持すること。  

(9) 受託者は、運行前に運転者の健康管理状況を確認し、記録すること。  

５ 運転者の要件  

(1)マイクロバス運行に必要な免許等資格を有する者（大型自動車第二種運転免許証また

は大型バスの運転経験を有することが望ましい） 

(2) 良好な健康状態を健康診断等で証明できる者  

(3) 65歳以上である場合は、旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項に規定する国土交

通大臣が認定する適性（適例診断）などの結果が良好である者  

(4) 原則として、委託期間を通じて運転することが可能な者  

６ 委託契約に含まれる経費等  

(1) スクールバスの車両運行、給油、日常の保守点検等に係る一切の経費  

(2) 事故に係る経費  

ア 対人賠償については無制限、対物賠償については１事故につき無制限、人身傷害補

償は１人につき3,000万円以上の任意保険。 

イ 運行中に生じた事故（自損事故を含む。）に伴う車両の原状回復に要する経費  

ウ 事故の処理、交渉等及び補償に係る一切の経費  

エ 事故防止対策に係る経費  

７ 臨時休校に係る委託料 

(1) 臨時休校が前日の午後５時までに決定している場合は、当該休校日は委託料の支払い

対象とならない。  

(2) 臨時休校が前日の午後５時以降に決定した場合は、委託料の１日単価の半額を受託者

は請求できるものとする。  

８ その他  

(1) スクールバスの保管場所は、香芝市役所 (香芝市本町１３９７番地)とする。  

(2) スクールバスの給油は、香芝市指定の給油場所で行うこと。給油の費用については、

発注者が支払うものとする。  

(3) 運行経路及び時間については、児童生徒の異動等により委託期間中に変更することが

ある。ただし、委託料の変更は行わないものとする。  

(4) 受託者は発注者に運転者名簿を提出する。 


